
第 1803 回例会 

1 月 27 日 №26 

 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

                 

      卓話は自己紹介を含め、本日が４回目となり 
     ますが、今回は仕事柄、「遺言と相続」という 
     テーマでお話させて頂きます。 
      相続は誰にでも発生し、関係してくる問題で 

す。本日は理解しやすいように問題形式にして 
資料を作成してきましたので、ご参考下さい。 

     ＜問題１＞ 

      私には離婚歴があり、先妻とは昭和 61 年に

結婚し、昭和 63 年に子供Ａが、平成 2 年に子

供Ｂが生まれましたが、平成 3 年に先妻と離婚。 
その後、平成 5 年に現在の妻である後妻と結 

婚し、平成 7 年に後妻との間に子供Ｃが生まれ、 
後妻は現在、妊娠５カ月目です（胎児Ｄ）。 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
佐々木 敏尚 

また後妻には前夫との間に子供Ｅがおり、私 
は後妻と結婚の際にＥと養子縁組をしています。  

尚、先妻や後妻には内緒ですが、私には長年 
交際している愛人がおり、この愛人との間に 2 
人の子供（子供Ｆ・Ｇ）があり、Ｆは既に認知 
しましたが、Ｇは、まだ認知をしておりません。 
 尚、私には姉がおり、姉は子供に恵まれなか 
ったことから、私の子供Ｂは姉の養子になって 
います。  
 私は平成 12 年に死亡しました。この時、相 
続人となるのは誰で、その相続分はどうなりま 
すか？  また私が死亡したのが、平成 25 年 10 
月だった場合はどうですか？ 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポイント①：子と配偶者が相続人である時は、子 
の相続分及び配偶者の相続分は 1/2 づつとする。 

ポイント②：養子縁組をしても、元の親との親子 
関係は残ったままである。（cf.特別養子縁組の 
場合は、元の親子関係は消滅する）  

ポイント③：胎児は、相続については既に生まれ 
たものとみなされる。    

ポイント④：養子は、縁組の日から養親の嫡出子 
の身分を取得する。  

ポイント⑤：非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続 
分の 1/2 であったが、H25.9.4 最高裁判決が違 
憲判決を下し、民法が改正された（改正民法は、 
H25.9.5 以後に相続が開始した事案に適用）。

  
＜問題２＞      

私にはＡ，Ｂ，Ｃという３人の子供がおり、そ 
れぞれ結婚して、Ａには a、Ｂには b、Ｃには c 
の子供がおり、私の妻とＡは既に死亡しています。 
私はＢから酷い虐待を受け、家庭裁判所に依頼し、 
Ｂを相続から廃除しました。このような状態で、

私が死亡したところ、Ｃは相続を放棄しました。

相続人となるのは、誰ですか？     ↗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ポイント①：遺留分を有する推定相続人が被相続 

人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮 
辱を加えた時、又は推定相続人にその他の著し 
い非行があった時は、被相続人はその推定相続 
人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。  

ポイント②：被相続人の子が、相続の開始以前に 
死亡した時、又は廃除によってその相続権を失 
った時は、その者の子がこれを代襲して相続人 
となる。これを代襲相続という。 

ポイント③相続放棄した場合には、代襲相続は生 
じない。 

 
＜問題４＞ 

先月父が死亡し、荷物の整理をしていたら、書 
斎の机の引出しから「遺言書」と書かれた紙が見 
つかりました。内容は「全ての遺産を、長男であ 
る私に相続させる」というものでした。   
①父の署名と捺印はあるのですが、文章はパソコ 

ンで印字されたものでした。このような「遺言 
書」は有効ですか？      

②文章も父の直筆で、署名も捺印もありましたが、 
日付が「平成 19 年 5 月吉日」と記載されてい 
ました。このような「遺言書」は有効ですか？  

③日付は「平成 19 年 5 月 5 日」と記載され、全 
て直筆で、署名と捺印もありましたが、別の引 
出しから「全ての遺産を次男である私の弟に相 
続させる。平成 20 年 5 月 5 日」と記載された 
遺言書が新たに見つかり、このように矛盾した 
2 通の遺言書がある場合、どうなりますか？  
  

 
 
 
 
ポイント①：自筆証書遺言の要件。全文、日付、 
 氏名を自書し、押印しなければならない。 
ポイント②：「昭和 41 年 7 月吉日」と記載された 
遺言書について、日付の記載を欠くものとして 
無効とした最高裁判例(Ｓ54.5.31)がある。  

ポイント③：失敗したくなければ、公正証書によ 
り遺言書を作成した方が安全・確実である。 

（デメリット：2 人の立会証人が必要。費用が掛かる）↗ 
 

 

 

 



 

  
ポイント④：前の遺言と、後の遺言が抵触する時 

は、その抵触する部分について、後の遺言で前 
の遺言を撤回したものとみなされる。つまり、 
新しい遺言が優先する。   

ポイント⑤：自筆証書遺言を発見した場合、遅滞 
なく家庭裁判所へ提出して、検認を受けなけれ 
ばならない。封印のある遺言書を、検認の手続 
を経ないで開封した場合には、5 万円以下の過 
料に処せられる場合がある。 

      （＜問題３＞は紙面上、掲載を略にて。資料ご参照） 
 
               

「1 月会長幹事会の報告」 

①ロータリーデーの件。 
 2/22 日（日）10～13 時 
 相模原駅の清掃キャンペ 

ーンを実施。詳細は後日。 
②会員増強・維持の件。 
 年度初めより、活動が鈍 
 くなってきている。特に 
退会防止を重点的に。 

③ロータリーカード普及の依頼。 
 日本一の普及率を目指し、会員に呼び掛ける。 
④Ｅクラブの設立について。 
 3 月に創立総会を予定。第 5 グループからは推 
 薦者なし。会員家族など推薦をお願いします。 
⑤第 5 グループ親睦ゴルフコンペの件。 
 4 月 10 日（金）相模原ＧＣにて。各クラブ 1 
 組の依頼。参加の場合はメイク扱いとなる。 
⑥他クラブより奉仕事業のご案内 
・伊勢原平成 RC－「由紀さおり・安田祥子ﾌｧﾐﾘｰ 

ｺﾝｻｰﾄ」3 月 7 日（土）伊勢原市民文化会館 
・藤沢市内 8RC－「ロータリーウォーキング大会」 

3 月 29 日（日）湘南台公園  （概要にて掲載） 
 
 
●小川 洋一君（津久井中央ＲＣ） 
 今日は IM の PR にお邪魔しました。宜しくお 
願いします。 

●高橋 幸一君（津久井中央ＲＣ） 
 相模原中 RC 皆様、こんにちは。本日は IM の 
 PR で参りました。3/14 日お待ちしております。 
 

 
 

●黛会長、㝡住副幹事 
①津久井中央 RC の小川様、高橋様、ようこそい 

らっしゃいました。 
②卓話の佐々木さん、タイムリーな話題、楽しみ 

にしています。 
●小野 孝会員 
①卓話の佐々木さん、楽しみにしております。 
②入会記念日の櫻内さん、おめでとうございます。 
③津久井中央 RC の皆さん、ようこそ。 
●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 
①入会記念日の櫻内会員、おめでとうございます。 
②卓話の佐々木会員、よろしくお願いします。 
●田所 毅会員、金沢 邦光会員 
 佐々木さん、卓話楽しみです。業界の暴露話・・ 
 でもお願します！（笑） 
●田後 隆二会員 
①ＩＭのご案内、お疲れ様です。 
②佐々木敏尚会員、卓話楽しみです。 
●丸子 勝基会員 
①佐々木会員の卓話、楽しみです。 
②櫻内会員の入会記念日を祝って。 
●竹田 繁会員 
①佐々木会員の卓話、楽しみにしております。 
 良く勉強しておきます。 
②櫻内会員、入会記念日おめでとうございます。 
●豊岡 淳会員 

本日、卓話の佐々木さん、楽しみにしておりま 
 す。よろしくお願い致します。 
●伊倉 正光会員 
①佐々木さんの卓話楽しみにしています。 
②津久井中央 RC から IM ご案内、ご苦労様です。 
●菊地 啓之会員 
①佐々木敏尚会員、卓話ご苦労様です。 
②櫻内会員、入会記念日おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
①佐々木会員の本日の卓話テーマ、楽しみです。 
 私も仕事柄、サロンで「終活セミナー」を始め 
 ました。 
②津久井中央 RC の小川会員、高橋会員、本日は 
 ようこそ。 
③櫻内会員の入会記念日、おめでとうございます。 

本日のスマイル額 １６，０００円 
 



 
 
    報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①次年度ＲＩテーマ決定について 

国際協議会で、次年度のロータリーテーマが発 

表されました。「世界へのプレゼントになろう

（Be a gift to the world）」 RI会長は、K．R．

ラビンドラン氏(スリランカ、コロンボ RC会員） 

２．津久井中央 RC より、IM のお願い 

     下記日程で開催しますが、次のご準備とご回答 

を 2 月 14日までにお願い致します。 

     開催日：3 月 14 日（土）13:30 点鐘   

場所：ラポール千寿閣 

〇当日は例会名札をご持参下さい。また登録受付 

はクラブ幹事にお手伝いをお願い致します。 

〇新会員（2014年 7月以降入会）、物故会員（2014 

3 月 8 日以降）の名簿をご提出下さい。 

〇当日の式典と懇親会出席者数をご連絡下さい。 

３．相模原大野 RC より、第 5 グループ親睦ゴル

フ大会開催について 

     各クラブ１組以上のご参加を頂きたく、締切日 

が迫っておりますので、宜しくお願い致します。 

     開催日：4 月 10 日（金） 場所：相模原ＧＣ 

 東コース 締切日：2月 6日 

     参加費：7,000円（プレー費、昼食代は各自精算） 

 

＜委員会報告＞      （概要にて） 

〇国際奉仕委員会－丸子委員長 

        3 月 11 日(水)18:30～台湾・台中文心 RC 例会に 

        参加したく、日程は 3/11～13 日を予定。昨年 12 月 

は 2 名だけの訪問でしたので、今回は多くの方にご 

参加頂ければと思います。本日より出欠表を回覧。 

〇豊岡会長エレクトより 

会員増強の進捗状況について、皆様と情報を共有 

したく、候補者のお名前と現況を報告します。皆様 

からも候補者には、ぜひ声掛けして下さい。 

                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

        

小川 洋一氏、高橋 幸一氏 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

２月 ３日ゲスト卓話「広域交流交通整備拠点 

について」久保田 義則氏（市議） 

定例理事役員会 

１０日クラブフォーラム「国際奉仕、姉妹ク 

ラブについて」 各担当委員長 

１７日ゲスト卓話 相模原警察署（予定） 

  ２４日ゲスト卓話 16 号整形外科 山田院長 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会  甲斐 美利 ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 伊倉 正光会員 

ビジター  小川 洋一君（津久井中央ＲＣ） 

      高橋 幸一君（津久井中央ＲＣ） 

出席報告 

 

 
会 員 出席（出席対象 19 名） 事前メイク者 

２９名 ２１名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(12/20) 

５名 ８１．４８％ １００％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   荻原 利彦 

●例会場 相模原市民会館「けやきの間」             副委員長    伊倉 正光 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員 佐々木裕、神田達治、松尾秋夫、田所毅 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000            金沢邦光、阿部毅、横溝志華、早川正彦 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
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